
◎遺失物法 
（平成一八年六月一五日法律第七三号）   

一、提案理由（平成一八年五月二六日・衆議院内閣委員会） 

○沓掛国務大臣 ただいま議題となりました遺失物法案につきまして、その提案理由及

び内容の概要を御説明いたします。 

 この法律案は、最近における遺失物の取り扱いの状況にかんがみ、拾得された物件の

返還及び売却のための手続、施設において拾得された物件に係る手続の特例、拾得者等

への所有権の帰属に関する規定等を整備するほか、表記を現代用語化することをその内

容としております。 

 以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。 

 第一は、拾得された物件の返還及び売却のための手続に関する規定の整備であります。 

 その一は、警察本部長は、警察署長が公告をした物件が貴重な物件であるときは、他

の警察本部長に通報することとするものであります。 

 その二は、警察本部長は、警察署長が公告をした物件及び他の警察本部長から通報を

受けた物件に関する情報をインターネットの利用その他の方法により公表することとす

るものであります。 

 その三は、警察署長は、日常生活の用に供され、かつ、広く販売されているもの等に

ついては、公告の日から二週間以内にその遺失者が判明しないときは、売却することが

できることとするものであります。 

 その四は、警察署長は、提出を受けた物件の遺失者への返還のため必要があるときは、

公務所または公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができることとする

ものであります。 

 第二は、施設において拾得された物件に係る手続の特例に関する規定の整備でありま

す。 

 その一は、物件の交付を受けた施設占有者は、拾得者の請求があったときは、書面を

交付しなければならないこととするものであります。 

 その二は、施設占有者のうち、不特定かつ多数の者が利用するものは、その施設を利

用する者の見やすい場所に物件に関する事項を掲示しなければならないこととするもの

であります。 

 その三は、施設占有者のうち、交付を受けた物件等が多数に上り、かつ、これを適切

に保管することができるものは、警察署長に届け出たときは、その物件を警察署長に提

出しないことができることとするものであります。 

 第三は、拾得者等への所有権の帰属に関する規定の整備であります。 

 個人の身分もしくは地位または個人の一身に専属する権利を証する文書、図画または

電磁的記録等については、拾得者等は、所有権を取得することができないこととするも

のであります。 



 第四は、その他の規定の整備等であります。 

 その一は、遺失物法の表記を現代用語化して平易化することとするものであります。 

 その二は、都道府県公安委員会は、施設占有者に対して報告または資料の提出を求め

ること、施設占有者がこの法律の規定に違反した場合等には必要な指示をすることがで

きることとするものであります。 

 その三は、施設占有者が都道府県公安委員会の指示に違反し、またはこの法律の規定

に違反した場合等の罰則規定を整備することとするものであります。 

 その四は、遺失者が判明しないことにより拾得者が物件の所有権を取得する期間を六

カ月から三カ月に短縮することとするものであります。 

 なお、この法律の施行日は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内におい

て政令で定める日としております。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願い申し上げます。 

 ありがとうございました。 

二、衆議院内閣委員長報告（平成一八年六月一日） 

○佐藤剛男君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審

査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 まず、本案の概要を申し上げます。 

 第一は、拾得された物件の返還及び売却のための手続に関する規定の整備であります。 

 すなわち、警察本部長は、警察署長が公告をした物件等に関する情報をインターネッ

トの利用その他の方法により公表することとするものであります。また、警察署長は、

日常生活の用に供され、かつ、広く販売されている物等については、公告の日から二週

間以内にその遺失者が判明しないときは売却することができること等とするものであり

ます。 

 第二は、施設において拾得された物件に係る手続の特例に関する規定の整備でありま

す。 

 すなわち、特例施設占有者は、警察署長に届け出たときは、その施設において拾得さ

れた物件を警察署長に提出しないことができること等とするものであります。 

 第三は、拾得者等への所有権の帰属に関する規定の整備であります。 

 すなわち、個人の身分もしくは地位または個人の一身に専属する権利を証する文書、

図画または電磁的記録等については、拾得者等は所有権を取得することができないこと

等とするものであります。さらに、遺失者が判明しないことにより拾得者が物件の所有

権を取得する期間を六カ月から三カ月に短縮することとするほか、罰則規定その他の規

定の整備等を行うものであります。 

 本案は、去る五月十八日本委員会に付託され、五月二十六日沓掛国家公安委員会委員

長から提案理由の説明を聴取いたしました。次いで、五月三十一日に質疑を行い、質疑



終局後、直ちに採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決す

べきものと決した次第であります。 

 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一八年五月三一日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について万全を期すべきである。 

一 遺失者や拾得者の利便性を確保するとともに、施設占有者による拾得物の適切な取

扱いに資するよう、本法の明確な解釈運用基準を策定し、都道府県警察及び施設占有

者に周知すること。 

二 貴重な物件を含む拾得物の早期の返還に資するよう、本法に基づく拾得物に関する

情報の公表や全国手配を円滑に行うための体制及びシステムの整備、充実を図ること。 

三 動物の愛護及び管理に関する法律の規定に基づく所有者が判明しない犬又はねこの

取扱いを見直し、安易に殺処分されることのないよう、都道府県等に対し、犬又はね

この取扱いの具体的な方法、要件等について統一的な基準を示すなど、動物愛護の観

点から必要な措置を講ずること。 

四 拾得された動物の所有者が早期に判明するよう、動物の所有者を明確に示す個体識

別措置の導入及び普及促進を図ること。 

三、参議院内閣委員長報告（平成一八年六月九日） 

○工藤堅太郎君 ただいま議題となりました二法律案のうち、まず、遺失物法案につい

て、内閣委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、最近における遺失物の取扱いの状況にかんがみ、拾得された物件の返還

及び売却のための手続、施設において拾得された物件に係る手続の特例、拾得者等への

所有権の帰属に関する規定等を整備するほか、表記を現代用語化しようとするものであ

ります。 

 委員会におきましては、遺失者と拾得者の利便の確保、動物の取扱いに関する配慮、

特例施設占有者の位置付け、個人情報関連物件の取扱い等について質疑が行われました

が、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 昨日、質疑を終わり、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべ

きものと決定いたしました。 

 なお、本法律案に対し五項目から成る附帯決議を行いました。 

……………（略）…………… 

 以上であります。 

○附帯決議（平成一八年六月八日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について万全を期すべきである。 

一、本法の趣旨及び内容について広く国民への周知徹底を図ること。 

  また、遺失者や拾得者の利便性を確保するとともに、施設占有者による拾得物の適



切な取扱いに資するよう、本法の明確な解釈運用基準を策定し、都道府県警察及び施

設占有者に周知すること。 

二、貴重な物件を含む拾得物の早期の返還に資するよう、本法に基づく拾得物に関する

情報の公表や全国手配を円滑に行うための体制及びシステムの整備、充実を図るとと

もに、所要の情報の共有化を含め、特例施設占有者等との連携に努めること。 

三、個人情報保護の重要性にかんがみ、携帯電話、クレジットカード等のいわゆる個人

情報関連物件を始めとした拾得物の取扱いについては、都道府県警察、施設占有者、

特例施設占有者において適正な対応がなされるよう、万全の措置を講ずること。 

四、動物の愛護及び管理に関する法律の規定に基づく所有者が判明しない犬又はねこの

取扱いを見直し、安易に殺処分されることのないよう、都道府県等に対し、犬又はね

この取扱いの具体的な方法、要件等について統一的な基準を示すなど、動物愛護の観

点から必要な措置を講ずること。 

五、拾得された動物の所有者が早期に判明するよう、動物の所有者を明確に示す個体識

別措置の導入及び普及促進を図ること。 

  右決議する。 


